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【改定前】 【改定後】 備 考 

【第１条（加盟店）】 

４．加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡（合併・会社分

割等の組織再編行為によるものであるかを問わない）できない

ものとします。 

 

【第２条（定義）】 

（２）カード 

下記①から③に記載したクレジットカード等（デビットカー

ド、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカー

ド等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む）

のうち、当社が指定するものをいいます。 

①加盟店と会員の間の取引の決済機能を有する当社が発行す

るクレジットカード等 

②提携組織（以下で定義）に加盟している日本国内および日本

国外の会社が発行するクレジットカード等 

③当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が発

行するクレジットカード等 

 

（６）提携組織 

当社が加盟または提携する組織（VISA Worldwide Pte. Limited

および Mastercard International Incorporatedを含む）をい

います。 

 

 

【第３条（表明・保証）】 

３．当社に加盟の申込みをする法人、個人および団体（以下「加

盟申込店」という）は、当社に対して、本契約に基づき信用販

売を開始する時点において、以下の（１）（２）（３）のいずれ

の事実も真実であることを表明し、保証します。 

（１）第７条、第９条、第２７条第１項ないし第６項、第２９

条を遵守するための体制を構築済であること 

（２）特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当

する行為を行っていないこと、また直近５年間に同法による処

分を受けたことがないこと 

【第１条（加盟店）】 

４．加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡（合併・会社分

割等の組織再編行為によるものを含む）できないものとしま

す。 

 

【第２条（定義）】 

（２）カード 

下記①から③に記載したクレジットカード等（デビットカー

ド、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカー

ド等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む。

以下同様とする）のうち、当社が指定するものをいいます。 

①加盟店と会員の間の取引の決済機能を有する当社が発行す

るクレジットカード等 

②本条６号に規定する提携組織に加盟している日本国内およ

び日本国外の会社が発行するクレジットカード等 

③当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が発

行するクレジットカード等 

 

（６）提携組織 

当社が加盟または提携する組織（VISA Worldwide Pte. Limited

および Mastercard International Incorporatedを含むが、こ

れらに限らない）をいいます。 

 

 

【第３条（表明・保証）】 

３．当社に加盟の申込みをする法人、個人および団体（以下「加

盟申込店」という）は、当社に対して、本契約に基づき信用販

売を開始する時点において、以下の（１）（２）（３）のいずれ

の事実も真実であることを表明し、保証します。 

（１）第８条、第１０条、第２８条第１項ないし第６項、第３

０条を遵守するための体制を構築済であること 

（２）特定商取引法に関する法律（以下「特定商取引法」とい

う）に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこ

と、また直近５年間に同法による処分を受けたことがないこと 
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【改定前】 【改定後】 備 考 

   （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第６条（信用販売の種類）】 

 

【第７条（信用販売の方法）】 

１．加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求が

あった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者

の注意をもって、ＣＣＴ等を利用して、その利用方法に関し加

盟店に適用ある契約及び規約等（以下「取扱契約」という）に

基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信

用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲

げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上

票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であるこ

と、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認する

とともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面

の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用

その他のカード番号等の不正利用（以下「不正利用」という。）

に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。

また、何らかの理由（故障、電話回線障害等）でＣＣＴ等の使

用ができない場合は、第３項の手続きを行うものとします。 

 

２．前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定め

る場合を除き、ＣＣＴ等をその取扱契約に従い使用して当該信

【第６条（本取扱いの中止）】 

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、カードの取扱い

を中止または一時停止することができます。この場合、当社は

カードの取扱の中止または一時停止により加盟店または会員

に生じた損害、損失について賠償義務等の一切の責任を負わな

いものとします。 

（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータ

システムの異常、戦争等の不可抗力によりカード等の取扱が困

難であると当社が判断した場合。 

（2）その他、コンピュータシステム保守、その他当社が止む

を得ない事情でカードの取扱の中止または一時停止が必要と

判断した場合 

 

【第７条（信用販売の種類）】 

 

【第８条（信用販売の方法）】 

１．加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求が

あった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者

の注意をもって、ＣＣＴ等を利用して、その利用方法に関し加

盟店に適用ある契約および規約等（以下「取扱契約」という）

に基づき全ての信用販売においてカードの有効性を確認し、取

扱契約に定められた措置を講じて信用販売の承認を得るもの

とします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、

取扱契約に従い、カードの真偽、および会員が正しい暗証番号

を入力したこと（一部暗証番号の入力が必須でないカードにつ

いてはこの限りではない）等、当該信用販売が偽造カードの利

用その他のカード番号等の不正利用（以下「不正利用」という。）

に該当しないことを確認して信用販売を行うものとします。但

し、当社が特に認める場合には、当社所定の措置を講じること

により信用販売を行うことができ、また、やむを得ない事由（故

障、電話回線障害等）によりＣＣＴ等の使用ができない場合に

限り、第３項の手続きを行うことができるものとします。 

２．前項に基づきＣＣＴ等を利用して信用販売を行った場合、

加盟店は、当社が別途定める場合を除き、ＣＣＴ等をその取扱

 カード取扱い中止の新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

署名および写真入りカード取扱

時確認の文言削除 

端末使用不可時の対応条件の表

記修正 
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【改定前】 【改定後】 備 考 

用販売に関するデータ（以下「売上データ」という）を当社に

送信するものとします。 

３．加盟店は、ＣＣＴ等を利用することなく信用販売を行なう

場合には、前２項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定め

る基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの

真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カー

ドが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカー

ド用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会

員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店

名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、

会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面

の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入

りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であ

ることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟

店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード（Ｅ

ＬＥＣＴＲＯＮＩＣ ＵＳＥ ＯＮＬＹと記載のカードを含む）

の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、ガイド

ラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うもの

とします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項

目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社か

ら通知があった場合にはその指示に従うものとします。 

 

６．売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に

係る販売代金ならびにサービス提供代金（いずれも税金、送料

等を含む）のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行

わないものとします。 

７．加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、

利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがあ

る場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本

条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすも

のとします。 

８．加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票の様式以外

のものは使用できないものとします。但し、当社が事前に承認

した様式の売上データまたは売上票については使用できるも

のとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任に

契約に従い使用して当社の定める方法により売上データを当

社に送信するものとします。 

３．加盟店は、ＣＣＴ等を利用することなく信用販売を行なう

場合には、前２項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定め

る基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの

真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カー

ドが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカー

ド用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会

員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店

名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、

会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面

の署名欄の署名と売上票の署名を照合し（但し、カード裏面に

署名欄が設けられているカードに限る）、同一であることを確

認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器

を使用する場合にエンボスレスカード（ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ 

ＵＳＥ ＯＮＬＹと記載のカードを含む）の取扱いを行なわな

いものとします。また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた

措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟

店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めて

はならないものとしますが、別途当社から通知があった場合に

はその指示に従うものとします。 

 

６．売上データまたは売上票（以下「売上データ等」という）

に記載できる金額は、信用販売に係る販売代金ならびにサービ

ス提供代金（いずれも税金、送料等を含む）のみとし、現金の

立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 

７．加盟店は、売上データ等の金額訂正、分割記載、利用日の

不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合に

は、当社所定の方法により、売上データ等を作成しなおすもの

とします。 

 

８．加盟店は、当社所定の売上データ等の様式以外のものは使

用できないものとします。但し、当社が事前に承認した様式の

売上データ等については使用できるものとします。また、売上

データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はで
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【改定前】 【改定後】 備 考 

おいて保管・管理し、他に譲渡はできないものとし 

ます。 

 

【第８条（本取扱いの中止）】     

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、カードの取扱い

を中止または一時停止することができます。この場合、当社は

カードの取扱を中止または一時停止することにより、加盟店お

よび会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないも

のとします。 

（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータ

システムの異常、戦争等の不可抗力によりカード等の取扱が困

難であると当社が判断した場合。 

（2）その他、コンピュータシステム保守、その他当社が止む

を得ない事情でカードの取扱の中止または一時停止が必要と

判断した場合 

 

【第８条（不審な取引の通報）】 

 

【第９条（不正利用等発生時の対応）】 

１．加盟店は、その行った信用販売につき、第７条に違反しま

たは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくそ

の是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査

の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な

内容の計画を策定し実施するものとします。 

 

２．加盟店は、前項の信用販売につき、第７条に違反しまたは

不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報

告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正およ

び再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施

のスケジュールを報告するものとします。 

 

【第１０条（信用販売の円滑な実施）】 

１．加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う

場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約

きないものとします。 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第９条（不審な取引の通報）】 

 

【第１０条（不正利用等発生時の対応）】 

１．加盟店は、その行った信用販売につき、第８条に違反しま

たは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくそ

の是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査

の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な

内容の計画を策定し実施するものとします。 

２．加盟店は、前項の信用販売につき、第８条に違反しまたは

不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報

告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正およ

び再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施

のスケジュールを報告するものとします。 

 

 

【第１１条（信用販売の円滑な実施）】 

１．加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う

場合には、割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法等の関連

 

 

 

 条項の移動（第６条へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

表現の修正 

対象の信用販売取消および会員

精算の追記 
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【改定前】 【改定後】 備 考 

法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法

令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟

店は必要な協力を行うものとします。 

２．加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサー

ビス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売

上データまたは売上票記載の利用日に引渡しまたは提供する

ことができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通

知するものとします。 

３．加盟店は割賦販売法第２条第３項に定められる包括信用購

入あっせんに該当する信用販売を行った場合、割賦販売法第３

０条の２の３第５項およびその施行規則に定める事項などを

記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないもの

とします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法そ

の他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を

遵守するものとします。 

 

４．加盟店は、第１３条第１項で定める売上データまたは同条

第２項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が割賦

販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申

込の撤回または信用販売の解除（以下「クーリング・オフ」と

いう）を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取

消の手続を行うものとします。 

 

 

５．加盟店は、第１３条第１項で定める売上データまたは同条

第２項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が当該

信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当

社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うも

のとします。 

６．加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引

渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員お

よび当社へ連絡するものとします。 

７．加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、

直ちに当社所定の方法にて当該売上債権に係る手続の取消し

を行うこととし、当社は第１３条に準じて処理するものとしま

法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守す

るために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な

協力を行うものとします。 

２．加盟店は、信用販売を行った場合には、直ちに商品または

サービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但

し、売上データ等記載の利用日に引渡しまたは提供することが

できない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知する

ものとします。 

３．加盟店は割賦販売法第２条第３項に定められた包括信用購

入あっせんに該当する信用販売を行った場合、割賦販売法第３

０条の２の３第５項およびその施行規則に定める事項等を記

載した情報を遅滞なく会員へ提供しなければならないものと

します。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その

他の法令上加盟店に課される会員に対する義務（情報提供義務

または書面交付義務を含みますが、これらに限られない）を遵

守するものとします。 

４．加盟店は、第１４条第１項で定める売上データまたは同条

第２項で定める売上票が当社に到着した後に会員が割賦販売

法もしくは特定商取引法に定める信用販売の申込の撤回もし

くは信用販売の解除または法令に基づく信用販売の取消（以

下、総称して「信用販売の解除等」という）を行った場合には、

直ちに当社に届け出るとともに、当社所定の方法により、当該

信用販売の取消および当該会員との精算の手続を行うものと

します。 

（削除） 

 

 

 

 

５．加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引

渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員お

よび当社へ連絡するものとします。 

６．加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、

直ちに当社所定の方法により、当該売上債権に係る手続の取消

しならびに当該信用販売の取消および当該会員との精算の手

  条項の統合（第４項および第５

項） 
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す。 

 

８．加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金

が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するも

のとします。また、この場合、当社は第１８条第３項を準用す

ることができるものとします。 

 

【第１１条（信用販売の責任）】 

加盟店は、第７条ないし第１０条に定める手続きによらず信用

販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社

の申出により第１８条の規定に従うものとします。 

 

【第１２条（無効カードの取扱い）】 

 

【第１３条（立替払等）】 

１．加盟店は、第７条第１項その他本規約の規定に基づいてＣ

ＣＴ等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った

日から１５日以内（休日を含む）に、当該ＣＣＴ等の取扱契約

に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するも

のとします。 

２．加盟店は、第７条第３項その他本規約の規定に基づいてＣ

ＣＴ等を利用することなく信用販売を行った場合は、信用販売

を行った日から２０日以内（休日を含む）に、当該売上債権を

集計し、当社所定の方法で、当社所定の売上集計票を添付して、

売上票を当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 

３．第１項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権

および前項の送付期限以降に売上集計票が送付された売上債

権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員

に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が

加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携

関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由によ

り当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うこと

につき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該

売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の

続を行うこととし、当社は第１４条に準じて処理するものとし

ます。 

７．加盟店は、前項により手続を取消した売上債権にかかる立

替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還

するものとします。また、この場合、当社は第１９条第３項を

準用することができるものとします。 

 

【第１２条（信用販売の責任）】 

加盟店は、第８条ないし第１１条に定める手続きによらず信用

販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社

の申出により第１９条の規定に従うものとします。 

 

【第１３条（無効カードの取扱い）】 

  

【第１４条（立替払等）】 

１．加盟店は、第８条第１項その他本規約の規定に基づいてＣ

ＣＴ等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った

日から１５日以内（休日を含む）に、当該ＣＣＴ等の取扱契約

に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するも

のとします。 

２．加盟店は、第８条第３項その他本規約の規定に基づいてＣ

ＣＴ等を利用することなく信用販売を行った場合は、信用販売

を行った日から３０日以内（休日を含む）に、当該売上債権を

集計し、当社所定の方法で、当社所定の売上集計票を添付して、

売上票を当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 

３．第１項の送信期限経過後に売上データが送信された売上債

権および前項の送付期限以降に売上集計票が送付された売上

債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会

員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社

が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提

携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由に

より当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うこ

とにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当

該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権

 

 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

売上票送付期限の変更 

売上データおよび売上票の提出

期限の変更 

通信販売加盟店規約との表現統

一 
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【改定前】 【改定後】 備 考 

回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものと

し、当社の申出により第１８条の規定に従うものとします。 

４．加盟店は、信用販売を行った日から２ヶ月以上経過した売

上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとし

ます。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

５．加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより

発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしく

は立替えて支払わせることはできないものとします。 

６．当社による加盟店への立替払金支払債務 は、売上データ

または売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生す

るものとします。 

 

【第１４条（商品の所有権の移転）】 

加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第１５条

の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店よ

り当社に移転するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うもの

とし、当社の申出により第１９条の規定に従うものとします。 

４．当社は、信用販売を行った日から３０日を経過した後に売

上データが送信されまたは売上集計票が送付された売上債権

について、無条件で立替払いを拒否することができるものと

し、加盟店はこれに異議を申立てないものとします。 

５．当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データ等

が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。た

だし、加盟店が第１項に基づき売上データの送信によって立替

払いを請求する場合は、当該売上データが当社のコンピュータ

によって事故なく読み込まれた時に当社の加盟店に対する立

替払金支払債務が生じるものとします。 

６．加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより

発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしく

は立替えて支払わせることはできないものとします。 

（削除） 

 

 

 

【第１５条（商品の所有権の移転）】 

１．加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第１

６条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟

店より当社に移転するものとします。 

２．当社が第１８条に基づき立替払金の返還の請求等をした場

合、当該商品の所有権は、立替払金の支払前である場合には直

ちに、既に立替払金を支払っている場合には加盟店が立替払金

を当社に返還したときに、当社から加盟店へ移転するものとし

ます。 

３．偽造カードの使用、カードの第三者利用等により、会員以

外の者に対して加盟店が信用販売を行った場合でも、当社が加

盟店に当該立替払金を支払った場合には、当該商品の所有権は

当社に帰属するものとします。 

４．当社は、信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合

でも、必要があると当社が判断した場合には、加盟店に代わっ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

通信販売加盟店規約との表現統

一 
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【第１５条（支払方法）】 

１．当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日およ

び加盟店への立替払金の支払日は次の通りとします 

 

 

２．前項の支払いは、各支払日における合計額から第２０条に

定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込

むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場

合には、支払日は翌営業日とします。 

 

３．加盟店から本契約に違反した売上データまたは売上票が当

社に到着した場合その他、加盟店が本契約に違反した信用販売

を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支

払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 

４．加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に

疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる

資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判

断するまで加盟店に対する当該立替払金の支払いを保留でき

るものとします。この場合、保留した立替払金について法定利

息その他遅延損害金は発生しないものとします。 

 

 

 

【第１６条（会員との紛議とカード利用代金等）】 

１．加盟店は、会員に対して提供した商品またはサービス（附

帯関連する役務を含む）等加盟店と会員間の問題に関し、会員

との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を自らの責任と費用

負担の下、解決するものとします。 

 

 

 

 

 

て商品の回収をすることができるものとします。 

【第１６条（支払方法）】 

１．当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日お

よび加盟店への立替払金の支払日は次の通りとします。但し、

当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとしま

す。 

２．前項の支払いは、各支払日における合計額から第２１条に

定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込

むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場

合には、支払日は翌営業日とします。また、振込手数料は当社

の負担とします。 

３．加盟店から本契約に違反した売上データ等が当社に到着し

た場合その他、加盟店が本契約に違反した信用販売を行った場

合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全

部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 

４．加盟店から提出された売上データ等の正当性に疑義がある

と当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出

等当社の調査に協力しなければならず、当社は調査が完了した

と判断するまで加盟店に対する当該立替払金の支払いを保留

できるものとします。この場合、保留した立替払金について法

定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。また、加

盟店は、当該売上データ等にかかる資料の提示・提出等、当社

の調査に協力するものとします。 

 

【第１７条（会員との紛議とカード利用代金等）】 

１．加盟店は、会員に対して販売した商品またはサービス（附

帯関連する役務を含む）等の未提供、品質不良、契約不適合、

運送中の破損、数量不足、品違いその他販売した商品またはサ

ービス等に関して会員との間に生じた紛議については、遅滞な

くこれを自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。

その紛議の内容により、当社から商品またはサービス等の変

更、販売方法、運送もしくは提供方法等について改善の申入れ

を受けたときは、加盟店はこれによる改善を行うものとしま

す。 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

別約定があった場合の文言追記 

  振込手数料負担の追記 

売上データに係る調査協力の追

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

通信販売加盟店規約との表現統

一 
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（新設） 

 

 

２．加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、当社の許可なく会

員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとしま

す。 

３．第１項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払い

を拒否した場合、会員との紛議が発生する可能性があると当社

が認めた場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場

合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該立替払金の

支払いを保留できるものとします。この場合、保留した立替払

金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとし

ます。 

 

 

 

 

４．当社から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によ

りカードの回収を依頼した場合、加盟店はカードの回収に協力

するものとします。カードの回収について後日会員と紛議が生

じた場合は、すべて当社が責任をもって解決するものとしま

す。 

 

【第１７条（会員との紛議に関する措置等）】 

 

【第１８条（立替払金の返還等（買戻し）の特約）】 

１．下記のいずれかに該当した場合、当社は、立替払いをせず、

または立替払金が当社より支払済みである場合は返還を請求

できるものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在する

と合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否

を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在

を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を

行わない場合には、当社は、立替払金の返還を請求等できるも

のとします。 

２．加盟店は、前項の紛議に際して会員から商品の返品または

サービスの申込みの取消の申出があった場合には、速やかにこ

れに応じて前条の処置を取るものとします 

３．加盟店は、本条第１項の紛議の解決にあたり、当社の許可

なく会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないもの

とします。 

４．第１項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払い

を拒否した場合、会員との紛議が発生する可能性があると当社

が認めた場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場

合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該立替払金の

支払いを保留できるものとします。この場合、保留した立替払

金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとし

ます。なお、当社が加盟店に対する該当立替払金の支払いを保

留する場合は、当社は加盟店に書面または電磁的記録にて通知

を行うものとします。加盟店が当該紛議の解決を証明した場合

は、当社は加盟店に対して当該立替払金を支払うものとしま

す。 

５．当社から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によ

りカードの回収を依頼した場合、加盟店はカードの回収に協力

するものとします。カードの回収について後日会員と紛議が生

じた場合は、全て当社が責任をもって解決するものとします。 

 

 

【第１８条（会員との紛議に関する措置等）】 

 

【第１９条（立替払金の返還等（買戻し）の特約）】 

１．下記のいずれかに該当した場合、当社は、加盟店に対し、

立替払いをせず、または立替払金が当社より支払済みである場

合は返還を請求（以下、本条において、立替払いをしないこと

および支払済みの立替払金の返還請求を総称して「立替払金の

返還請求等」という）できるものとします。当社は、下記のい

ずれかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店

に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速や

かに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとしま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

通信販売加盟店規約との表現統

一 

 

 

 

 

 

 



【新旧対照表】店頭販売加盟店規約 

10 

 

【改定前】 【改定後】 備 考 

 

 

（１）当社が立替払いをした売上債権にかかる売上データまた

は売上票が正当なものでないこと、その他売上データまたは売

上票の記載内容が不実不備であった場合 

（２）第６条第２項の規定に違反して信用販売を行った場合 

（３）第７条ないし第１０条に定める手続きによらず信用販売

を行った場合 

（新設） 

 

（４）第１２条第１項、第２項の規定に違反して信用販売を行

った場合 

（５）第１３条第３項の事態が発生した場合 

（６）第１５条第４項の調査に対して当社が合理的と認める協

力がない場合 

（７）第１６条第１項の会員との紛議が解決されない場合 

 

（８）会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販

売の取消を行わない場合 

 

（９）会員が、第１０条第５項に定める信用販売の解除を行っ

た場合 

（１０）その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたこ

とが判明した場合 

２．第１０条第６項の販売を行った加盟店が会員に対して商品

またはサービス等の引渡しまたは提供が困難になった場合に

おいて、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービス

等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対す

る支払いが滞ったとき、または会員が当社に対して当該代金の

返還を求めたときは、当社は加盟店に対し、立替払金の返還を

請求等できるものとします。 

３．前２項の場合、加盟店は当該売上債権および他の売上債権

の立替払いに伴い生ずる第１５条第１項および第２項に規定

する振込金から、返還請求等の対象となった立替払金を差引充

当すること、ならびに当該立替払金に不足が生じる場合は次回

す。加盟店がこの証明を行わない場合には、当社は、立替払金

の返還請求等をすることができるものとします。 

（１）当社が立替払いをした売上債権にかかる売上データ等が

正当なものでないこと、その他売上データ等の記載内容が不実

不備であった場合 

（２）第７条第２項の規定に違反して信用販売を行った場合 

（３）第８条ないし第１１条に定める手続きによらず信用販売

を行った場合 

（４）本規約の規定に反する手続きにより作成された売上デー

タ等による債権と認められた場合 

（５）第１３条第１項、第２項の規定に違反して信用販売を行

った場合 

（６）第１４条第３項の事態が発生した場合 

（７）第１６条第４項の調査に対して当社が合理的と認める協

力がない場合 

（８）第１７条第１項の会員との紛議が解決されないと当社が

判断した場合 

（９）会員が信用販売について、取消、解約または信用販売の

解除等（第１１条第４項に定めるものを含むが、これらに限ら

れない）を行った場合 

（削除） 

 

（１０）その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたこ

とが判明した場合 

２．第１１条第６項の販売を行った加盟店が会員に対して商品

またはサービス等の引渡しまたは提供が困難になった場合に

おいて、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービス

等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対す

る支払いが滞ったとき、または会員が当社に対して当該代金の

返還を求めたときは、当社は加盟店に対し、立替払金の返還請

求等をすることができるものとします。 

３．前２項の場合、加盟店は第１６条第１項および第２項に規

定する振込金（以下、「振込金という」から、立替払金の返還

請求等の対象となった立替払金を差引充当すること、および当

該立替払金に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次当
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【改定前】 【改定後】 備 考 

以降の振込金を順次当該立替払金に充当すること等、当社の所

定の方法により遅滞なく返金することを承諾するものとしま

す。 

 

 

 

４．前項の手続きを行ったにもかかわらず、当社が返還等を請

求した日から２ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は

当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものと

します。なお、返還等を請求した日とは当社が口頭または文書

により加盟店に通知した日とします。 

（新設） 

 

 

 

 

 

【第１９条（不正利用被害の負担）】 

１．加盟店が、提示されたカードがＩＣカードまたはＩＣカー

ドの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもか

かわらず第７条によることなく信用販売を行った場合におい

て、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員に

よる利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、

当該信用販売に係る立替払金の支払を拒みまたは支払済みの

当該金員の返還を請求することができるものとします。 

２．当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的

方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカード

の提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認につ

いて、ガイドラインに定められた措置を講じることなく信用販

売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これを

もって直ちに「第７条によることなく信用販売を行った場合」

とはみなさないものとします。 

 

該立替払金に充当すること等、当社所定の方法により遅滞なく

返金することを承諾するものとします。この充当は、次回以降

の振込金に、立替払金の返還請求等の対象となったカード取扱

店舗による信用販売の売上債権が含まれるか否かおよびその

金額の如何にかかわらず、当社の加盟店に対する立替払金額全

額を対象として行うことができるものとします。 

４．前項の手続きを行ったにもかかわらず、当社が立替払金の

返還を請求した日から２ヶ月以上を経過した残金がある場合、

加盟店は遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。な

お、「立替払金の返還を請求した日」とは当社が口頭または文

書により加盟店に通知した日とします。 

５．加盟店が当社に届け出た所在地を変更する等、加盟店が当

社の通知、または意思表示を受領すべき場所が当社にとって不

明となったときは、当社は加盟店に対する通知を省略して本条

の手続を取ることができるものとします。この場合、加盟店は、

前項に定める残金を遅滞なく一括して支払うものとします。 

 

【第２０条（不正利用被害の負担）】 

１．加盟店が、提示されたカードが不正なＩＣカードまたはＩ

Ｃカードのデータが不正に複写された磁気カードであるにも

かかわらず第８条によることなく信用販売を行った場合にお

いて、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員

による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対

し、当該信用販売に係る立替払金の支払を拒みまたは支払済み

の当該金員の返還を請求することができるものとします。 

２．当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的

方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカード

の提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認につ

いて、ガイドラインに定められた措置を講じることなく信用販

売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これを

もって直ちに「第８条によることなく信用販売を行った場合」

とはみなさないものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

表現の修正 
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【改定前】 【改定後】 備 考 

 

【第２０条（手数料の支払い）】 

 

【第２１条（加盟料、有料用度品代金）】 

 

【第２２条（提携組織の規則等の遵守）】 

 

【第２３条（加盟店の禁止行為）】 

 

【第２４条（状況報告）】 

 

【第２５条（営業秘密等の守秘義務等）】 

４．加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全

に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示が

あるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとし

ます。 

 

 

 

 

５．本条の定めは本契約終了後も有効とします。 

 

【第２６条（個人情報の守秘義務等）】 

２．前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとし

ます。 

（１）加盟店および当社間でペーパーやＭＴ等を媒介にオフラ

インで交換される会員の個人に関する情報 

 

３．加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措

置を講ずるものとし、当社の故意または過失による場合を除き

個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。 

 

 

 

【第２１条（手数料の支払い）】 

 

【第２２条（加盟料、有料用度品代金）】 

 

【第２３条（提携組織の規則等の遵守）】 

 

【第２４条（加盟店の禁止行為）】 

 

【第２５条（状況報告）】 

 

【第２６条（営業秘密等の守秘義務等）】 

４．加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全

に保管するものとし、自己の役員または従業員に対し、就業規

則・社内規程等により、本条と同様の営業秘密等保持義務を課

した上でなければ、相手方の営業秘密等を開示してはならない

ものとします。また、本契約が終了した場合に相手方の指示が

あるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとし

ます。ただし 、法令または社内規則等により、保管が必要な

場合はこの限りではありません。 

５．本条の定めは本契約終了後も有効とします。 

 

【第２７条（個人情報の守秘義務等）】 

２．前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとし

ます。 

（１）加盟店および当社間で紙媒体の利用その他のオフライン

で交換される会員の個人に関する情報 

 

３．加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措

置を講ずるものとし、当社の故意または重過失による場合を除

き個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

営業秘密等に関する開示につい

て追記 

 

 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

表現の変更 
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【改定前】 【改定後】 備 考 

【第２７条（カードの会員番号等の適切な管理）】 

 

【第２８条（委託の場合の個人情報等の取扱い）】 

 

【第２９条（委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理）】 

（２）委託先に対して、第２７条第２項および第３項の義務と

同等の義務を負担させる 

こと 

（３）委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、

第２７条第４項に準じて加盟店から委託先に対して措置の変

更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨

を、委託契約中に定めること 

 

（６）委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番

号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた

場合、第２７条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対して

その旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査

ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等

の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければなら

ない旨を委託契約中に定めること 

（７）加盟店および当社が委託先に対し、カードの会員番号等

の取扱いに関し第３２条に定める調査権限と同等の権限を有

する旨を委託契約中に定めること 

（８）委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反

をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託

契約を解除できる旨を委託契約中に定めること 

２．委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した

場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第２７条

第５項ないし第８項と同等の義務を負うものとします。 

 

【第３０条（第三者からの申立）】 

２．前項の第三者からの当社に対する申立が、第２６条第３項

に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社が

当該申立を解決するのに要した一切の費用（直接の費用である

【第２８条（カードの会員番号等の適切な管理）】 

 

【第２９条（委託の場合の個人情報等の取扱い）】 

 

【第３０条（委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理）】 

（２）委託先に対して、第２８条第２項および第３項の義務と

同等の義務を負担させる 

こと 

（３）委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、

第２８条第４項に準じて加盟店から委託先に対して措置の変

更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨

を、委託契約中に定めること 

 

（６）委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番

号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた

場合、第２８条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対して

その旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査

ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等

の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければなら

ない旨を委託契約中に定めること 

（７）加盟店および当社が委託先に対し、カードの会員番号等

の取扱いに関し第３３条に定める調査権限と同等の権限を有

する旨を委託契約中に定めること 

（８）委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反

をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託

契約を解除できる旨を委託契約中に定めること 

２．委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した

場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第２８条

第５項ないし第８項と同等の義務を負うものとします。 

 

【第３１条（第三者からの申立）】 

２．前項の第三者からの当社に対する申立が、第２７条第３項

に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社が

当該申立を解決するのに要した一切の費用（直接の費用である

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 
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【改定前】 【改定後】 備 考 

か間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む）を負担

するものとし、加盟店は当社の請求に従い、当該費用相当額を

直ちに支払うものとします。 

 

【第３１条（個人情報安全管理措置）】 

３．加盟店は、個人情報を会員に公表または通知する以外の目

的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏

洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うもの

とします。 

 

 

 

【第３２条（調査）】 

１．以下のいずれかの事由があるときは、当社は、自らまたは

当社が適当と認めて選定したものにより、加盟店に対して当該

事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店は

これに応じるものとします。 

 

③加盟店が本規約第７条第１項、第９条、第２７条、第２９条、

第３３条または第３４条のいずれかに違反しているおそれが

あるとき 

 

【第３３条（是正計画の策定と実施）】 

（新設） 

 

 

 

 

１．以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店

に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必

要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応

じるものとします。 

①加盟店が第２７条第３項および第４項、若しくは第２９条第

１項の義務を履行せず、または委託先が第２９条第１項第２号

か間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む）を負担

するものとし、加盟店は当社の請求に従い、当該費用相当額を

直ちに支払うものとします。 

 

【第３２条（個人情報安全管理措置）】 

３．加盟店は、個人情報を会員に公表または通知する以外の目

的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏

洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うもの

とします。但し、当該個人情報がカードの会員番号等を含む場

合については、第２８条第５項ないし第８項が準用されるもの

とします。 

 

【第３３条（調査）】 

１．以下のいずれかの事由があるときは、当社は、自らまたは

当社が適当と認めて選定したものにより、加盟店に対して当該

事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店は

これに応じるものとします。 

 

③加盟店が本規約第８条第１項、第１０条、第２８条、第３０

条、第３４条または第３５条のいずれかに違反しているときま

たは違反しているおそれがあるとき 

 

【第３４条（是正計画の策定と実施）】 

１．当社は、取扱商品・サービス等が信用販売にふさわしくな

いと判断し、改善措置等が必要または適当と認めた場合には、

加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることがで

きるものとし、加盟店はその要求に従い速やかに自己の負担に

おいて適切な措置を取るものとします。 

２．以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店

に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必

要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応

じるものとします。 

①加盟店が第２８条第３項、同条第４項、もしくは第３０条第

１項の義務を履行せず、もしくは委託先が第３０条第１項第２

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

カード番号等を含む場合の摘要

条文について追記 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

違反懸念時の調査実施の追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

改善措置事項の追加 
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【改定前】 【改定後】 備 考 

若しくは第３号により課せられた義務に違反し、またはそれら

のおそれがあるとき 

②加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩

等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第２７条第

５項および第２９条第２項の義務を相当期間内に履行しない

とき 

③加盟店が第７条第１項に違反しまたはそのおそれがあると

き 

④加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合

であって、第９条の義務を相当期間内に履行しないとき 

⑤加盟店が法令または本契約に違反するとき 

⑥前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の

発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社

に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置

を講ずることが義務付けられるとき 

２．当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合

において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、または

その策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった

事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるとき

には、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適

切と認められる事項（実施すべき時期を含む）を提示し、その

実施を求めることができるものとします。 

 

【第３４条（届出事項の変更等）】 

２．加盟店は、第７条第１項、第９条、第２７条第３項および

第４項、第２９条ならびに第３３条第１項６号に定める措置や

計画を変更しようとする場合には、あらかじめ当社へ届け出の

うえ、当社と協議しなければならないものとします。 

３．加盟店は、本条第１項の届出がないために当社からの通知

またはその他送付書類、第１５条第２項に規定する振込金が延

着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに

加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。

本条第１項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないた

めに、当社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額

号もしくは第３号により課せられた義務に違反し、またはそれ

らのおそれがあるとき 

②加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩

等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第２８条第

５項および第３０条第２項の義務を相当期間内に履行しない

とき 

③加盟店が第８条第１項に違反しまたはそのおそれがあると

き 

④加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合

であって、第１０条の義務を相当期間内に履行しないとき 

⑤加盟店が法令または本契約に違反するとき 

⑥前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の

発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社

に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置

を講ずることが義務付けられるとき 

３．当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合

において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、または

その策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった

事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるとき

には、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適

切と認められる事項（実施すべき時期を含む）を提示し、その

実施を求めることができるものとします。 

 

【第３５条（届出事項の変更等）】 

２．加盟店は、第８条第１項、第１０条、第２８条第３項、同

条第４項、第３０条ならびに第３４条第１項６号に定める措置

や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ当社へ届出の

うえ、当社と協議しなければならないものとします。 

３．加盟店は、本条第１項の届出がないために当社からの通知、

その他の送付書類、もしくは第１６条第２項に規定する振込金

が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきと

きに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとし

ます。本条第１項に基づく電子メールアドレスの変更届出がな

いために、当社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 
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【改定前】 【改定後】 備 考 

等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しな

かったと当社が認識した場合も同様とします。 

４．加盟店が第３条第２項に定める表明保証確約事項に反する

と具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事

項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求め

ることができ、加盟店は、これに応じるものとします。 

５．本条第１項の届出がなされていない場合でも、当社は、適

法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情

報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合に

は、当該変更内容に係る本条第１項の届出があったものとして

取り扱うことがあります。なお、加盟店は当社の当該取扱いに

つき異議を述べないものとします。 

 

【第３５条（契約解除等）】 

１．第３８条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態

が発生した場合、または当社が違反しているものと認めた場

合、当社は、本契約を直ちに解除できるものとします。この場

合、当社は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することな

く、直ちに本契約による取引を停止させることができるものと

します。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するもの

とします。当社が本項に基づき本契約を解除した場合、当社に

対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を

失うものとし、直ちに支払うものとします。 

 

（１０）加盟店が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費

者契約法等の法令に違反していることが判明した場合 

（１３）第４条ないし第１２条に定める手続によらずに信用販

売を行った場合 

（１４）第１５条第４項に定める当社の調査に対し協力を行わ

ない場合 

（１５）第１８条の規定に違反して返還等に応じない場合 

（１６）加盟店に対し第３４条第４項の調査等が完了しない場

合や、加盟店がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合 

込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着

しなかったと当社が認識した場合も同様とします。 

４．加盟店が第３条に定める表明保証確約事項に反すると具体

的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関

する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めること

ができ、加盟店は、これに応じるものとします。 

５．本条第１項の届出がなされていない場合でも、当社は、適

法かつ適正な方法により取得した情報により、届出事項に変更

があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条

第１項の届出があったものとして取り扱うことがあります。な

お、加盟店は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとし

ます。 

 

【第３６条（契約解除等）】 

１．第３９条の規定にかかわらず、当社は、加盟店に下記各号

のいずれかの事態が発生した場合、本契約を直ちに解除できる

ものとします。この場合、当社は、解除の効力発生前に、何ら

の通知を要することなく、直ちに本契約による取引を停止させ

ることができるものとし、加盟店は取引の停止または本契約の

解除によって当社に生じた損害を賠償するものとします。当社

が本項に基づき本契約を解除した場合、加盟店は当社に対する

一切の未払債務について、当然に期限の利益を失うものとし、

直ちにこれを支払うものとします。 

 

（１０）加盟店が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法等

の法令に違反していることが判明した場合 

（１３）第４条ないし第１３条に定める手続によらずに信用販

売を行った場合 

（１４）第１６条第４項に定める当社の調査に対し協力を行わ

ない場合 

（１５）第１９条の規定に違反して返還等に応じない場合 

（１６）加盟店に対し第３５条第４項の調査等が完了しない場

合や、加盟店がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

通信販売加盟店規約との表現統

一 

表現の修正 
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（１７）第３２条、３３条、３４条に違反して調査事項の報告

等の義務を履行しない場合 

（１８）その他加盟店が、本契約に違反した場合もしくは当社

が加盟店として不適当と認めた場合 

２．本規約の解約・解除条項または前項各号のいずれかの事態

が発生した場合、本規約の解約・解除条項または前項に基づき

本契約を解除するか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を

要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事

態発生後に生じたかにかかわらず、本契約に基づく債務の全部

または一部の支払を保留することができるものとします。この

場合、当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、

法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとしま

す。 

３．第１項第３号ないし第５号のいずれかの事態が発生した場

合、本契約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その

他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求す

ることのできる一切の金銭債権（本契約に基づくものであるか

否かは問わない）とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当

額で相殺されるものとします。本規約の解約・解除条項または

第１項各号（第３号ないし第５号を除く）のいずれかの事態が

発生した場合または当社が必要または適当と認めた場合、当社

は、本契約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その

他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求す

ることのできる一切の金銭債権（本契約に基づくものであるか

否かは問わない）とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相

殺することができるものとします。 

４．加盟店は、第３８条および本条第１項により本契約が解約

または解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標

識をとりはずすものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度

品を直ちに当社へ返却するものとします。 

 

【第３６条（損害賠償）】 

加盟店が本契約に違反して信用販売を行った等、加盟店の責め

に帰すべき事由により当社が損害を被った場合には、加盟店は

（１７）第３３条、３４条、３５条に違反して調査事項の報告

等の義務を履行しない場合 

（１８）その他加盟店が、本契約に違反した場合または当社が

加盟店として不適当と認めた場合 

２．本契約において当社が本契約を解約もしくは解除すること

ができる事態（前項各号の事態を含むが、これに限られない）

が発生した場合、本契約を解除するか否かにかかわらず、当社

は、何らの通知を要することなく、本契約に基づく債務（当該

事態発生前に生じていた債務を含む）の全部または一部の支払

を保留することができるものとします。この場合、当社は、当

該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅

延損害金の支払義務を負わないものとします。 

 

３．第１項第３号ないし第５号のいずれかの事態が発生した場

合、本契約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その

他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求す

ることのできる一切の金銭債権（本契約に基づくものであるか

否かは問わない）とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当

額で相殺されるものとします。本契約において当社が本契約を

解約もしくは解除することができる事態（第１項第３号ないし

第５号を除く）が発生した場合または当社が必要かつ適当と認

めた場合、当社は、本契約に基づき当社が加盟店に対し負担す

る金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店

に対して請求することのできる一切の金銭債権（本契約に基づ

くものであるか否かは問わない）とを、何らの意思表示を要せ

ず、対当額で相殺することができるものとします。 

４．加盟店は、理由の如何を問わず本契約が解約または解除さ

れた場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識をとりはず

すものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに当

社へ返却するものとします。 

 

【第３７条（損害賠償）】 

加盟店が本契約に違反して信用販売を行った等、加盟店の責め

に帰すべき事由により当社、会員、カード会社等またはその他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

被損害対象者の明記 
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当社に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、

損害には、提携組織の規則等により当社が負担することとなっ

た罰金・違約金（名称の如何を問わないものとします）等を含

むものとします。 

 

 

【第３７条（遅延損害金）】 

 

【第３８条（有効期間・解約）】 

加盟店および当社は、本契約の有効期間中において本契約を解

約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものと

し、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に３ヶ月

前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約で

きるものとします。但し、加盟店が１年以上継続して信用販売

を取扱っていない場合、または、当社が加盟店との連絡不能の

状態が相当期間継続した場合、当社は加盟店に３ヶ月前までに

書面による通知を行なうことにより（加盟店との連絡不能によ

る場合は、第３４条第３項に基づき、届出住所に通知を発送す

れば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなす）、本

契約を解約できるものとします。 

 

【第３９条（規約の変更、承認）】 

 

【第４０条（本規約に定めのない事項）】 

 

 

【第４１条（合意管轄裁判所）】 

加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本支

店並びに営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所と

します。 

 

【第４２条（準拠法）】 

 

の第三者が損害を被った場合には、加盟店はこれらの者に対し

当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、

提携組織の規則等により当社が負担することとなった罰金・違

約金（名称の如何を問わないものとします）等を含むものとし

ます。 

 

【第３８条（遅延損害金）】 

 

【第３９条（有効期間・解約）】 

加盟店および当社は、本契約の有効期間中において本契約を解

約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものと

し、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に３ヶ月

前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約で

きるものとします。但し、加盟店が１年以上継続して信用販売

を取扱っていない場合、または、当社が加盟店との連絡不能の

状態が相当期間継続した場合、当社は加盟店に２ヶ月前までに

書面による通知を行なうことにより（加盟店との連絡不能によ

る場合は、第３５条第３項に基づき、届出住所に通知を発送す

れば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなす）、本

契約を解約できるものとします。 

 

【第４０条（規約の変更、承認）】 

 

【第４１条（本規約に定めのない事項）】 

 

 

【第４２条（合意管轄裁判所）】 

加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁

判所を第１審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

【第４３条（準拠法）】 

 

 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

事前書面通知期間の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

合意管轄裁判所場所の明記 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 
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【改定前】 【改定後】 備 考 

 

 

 

＜加盟店情報の取扱いに関する同意条項＞ 

【第７条（条項の変更の位置付けおよび変更）】 

２．本同意条項は、「りそな銀行 店頭販売加盟店規約」第３

８条に準じる方法により、当社が必要な範囲内で変更できるも

のとします。 

 

 

 

＜加盟店情報の取扱いに関する同意条項＞ 

【第７条（条項の変更の位置付けおよび変更）】 

２．本同意条項は、「りそな銀行 店頭販売加盟店規約」第４

０条に準じる方法により、当社が必要な範囲内で変更できるも

のとします。 

 

 

 

 条項追加に伴い条項番号の変更 

 

以 上 


